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利用される方に合わせて、各種ペー
ジをピックアップしていきます。

利用が多いコンテンツへのショー
トカットを配置しています。
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利用される方が「知りたいこと」
を内容から探す入口です。

支払基金

支払基金ホームページをご活用ください

「お知らせ」と「プレスリリース」を切
り替えて表示させることができます。

審査事務担当者と照会連絡先を
検索いただけます。
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小罇運河（北海道）

小罇きっての観光名所である小罇
運河は、沖合で大型船からの荷物
を積んだ艀

はしけ

が接岸しやすいように
大正12年に造られた水路です。全
長1,140ｍの運河沿いには石造りの
倉庫が立ち並び、物流拠点として
商都小罇の繁栄を支えてきました。
運河としての役割を終えた現在で
も当時の面影が色濃く残り、訪れ
る人をノスタルジックな気分にさ
せてくれます。
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支
払
基
金
は
、
令
和
４
年
10
月
、「
審

査
事
務
セ
ン
タ
ー
・
分
室
」
と
い
う
電

子
レ
セ
プ
ト
の
審
査
事
務
の
集
約
拠
点

と
「
審
査
委
員
会
事
務
局
」
と
い
う
各

都
道
府
県
の
審
査
委
員
会
補
助
を
担
う

拠
点
に
再
編
す
る
組
織
改
革
を
行
い
ま

し
た
。

　

多
く
の
職
員
が
所
属
す
る
「
審
査
事

務
セ
ン
タ
ー
・
分
室
」
の
役
割
は
、
主

に
電
子
レ
セ
プ
ト
の
審
査
事
務
と
審
査

結
果
の
不
合
理
な
差
異
の
解
消
で
す
。

ま
た
、「
審
査
委
員
会
事
務
局
」
の
役

割
は
、
主
に
審
査
委
員
会
の
審
査
補
助

業
務
や
紙
レ
セ
プ
ト
の
審
査
事
務
、
適

正
な
レ
セ
プ
ト
請
求
等
に
対
す
る
支
援

業
務
を
担
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
組
織
改
革
の
結
果
、
職
員
は
、

「
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
・
分
室
」
と

「
審
査
委
員
会
事
務
局
」
の
職
員
と
し

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
拠
点
が
果
た
す
べ
き

役
割
を
担
う
と
と
も
に
、「
審
査
事
務
セ

ン
タ
ー
・
分
室
」
と
「
審
査
委
員
会
事

務
局
」
と
を
、
数
年
を
か
け
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
す
る
こ
と
に
よ
り
、
双
方
の
拠

点
を
経
験
し
、
職
員
と
し
て
求
め
ら
れ

る
能
力
を
習
得
し
て
い
く
こ
と
に
な
り

　

支
払
基
金
で
は
、
働
き
が
い
の
あ
る
勤
務
環
境
の
整
備
の
一
環
と
し
て
令
和
６
年
４
月
よ
り
キ
ャ
リ
ア
パ
ス

制
度
の
運
用
を
開
始
し
ま
す
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
制
度
に
つ
い
て
、
導
入
に
至
る
経
緯
、
目
的
、
設
置
す
る
コ
ー
ス
と
そ
の

特
徴
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

キ
ャ
リ
ア
パ
ス
制
度
の

導
入

特集

は
じ
め
に
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ま
す
。

　

こ
の
過
程
に
お
い
て
、
職
員
が
自
ら

の
希
望
、
適
性
や
家
庭
の
事
情
等
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
目
指
す
べ
き
目
標
を
持

ち
、
そ
の
達
成
に
向
け
て
必
要
と
さ
れ

る
知
識
・
経
験
を
習
得
で
き
る
よ
う
働

き
が
い
を
感
じ
な
が
ら
日
々
の
業
務
に

取
り
組
む
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
キ
ャ

リ
ア
パ
ス
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
と
し

ま
し
た
。

　

支
払
基
金
の
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
制
度
で

は
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
に
必
要
な
条
件

を
明
確
に
示
す
こ
と
で
、
職
員
が
意
欲

的
に
取
り
組
む
こ
と
を
可
能
と
し
、
職

員
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
向
上
や
成
長

を
促
し
て
い
き
ま
す
。

　

職
員
は
、
自
身
が
将
来
ど
の
よ
う
な

キ
ャ
リ
ア
を
形
成
し
た
い
の
か
自
ら
考

え
て
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
選
択
し
ま
す
。

各
コ
ー
ス
の
紹
介

　

職
員
は
支
払
基
金
に
入
所
後
、
最
初

の
５
年
間
は
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
・
分

室
に
配
属
さ
れ
ま
す
。

　

支
払
基
金
の
主
た
る
業
務
で
あ
る
審

査
事
務
の
実
践
経
験
を
積
み
、
審
査
事

務
の
基
礎
の
習
得
と
支
払
基
金
の
業
務

に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
審
査
の
結
果
、

医
療
機
関
等
へ
返
戻
し
た
レ
セ
プ
ト
や

査
定
さ
れ
た
レ
セ
プ
ト
等
の
照
会
を
直

接
受
け
る
こ
と
で
、
説
明
能
力
を
身
に

付
け
て
い
き
ま
す
。

　

そ
の
後
、
各
コ
ー
ス
を
選
択
し
て
い

き
ま
す
。

　

コ
ー
ス
は
、
支
払
基
金
の
職
員
と
し

て
一
般
的
な
働
き
方
で
あ
る
「
地
域
ジ

ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
コ
ー
ス
」
の
ほ
か
、
地

域
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
コ
ー
ス
と
は
異
な

る
専
門
的
な
キ
ャ
リ
ア
を
選
択
で
き
る

よ
う
に
「
審
査
エ
キ
ス
パ
ー
ト
コ
ー

ス
」「
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
エ
キ
ス
パ
ー
ト

コ
ー
ス
」「
経
営
幹
部
コ
ー
ス
」
の
４

つ
の
コ
ー
ス
を
設
定
し
て
い
ま
す
。

　

次
ペ
ー
ジ
か
ら
、
各
コ
ー
ス
の
紹
介

を
し
ま
す
。

キ
ャ
リ
ア
パ
ス
制
度
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審査エキスパートコース

データヘルスエキスパートコース

経営幹部コース

地域ジェネラリストコース基礎習得期間

入所 定年コース選択

0

0

0

（支払基金職員として一般的な働き方を選択したコース）

特徴
　基本的な人事ローテーションによりセンターと事務局を経験
し、現場で得た幅広い知識を活かし円滑に業務を遂行する
審査事務センター：医学的知識を活かした審査事務や的確

な請求支払業務　　等
審査委員会事務局：審査委員会の審査補助業務や保険者・

医療機関対応業務　等

特徴
　ブロック内のいくつかのセンターや事務局を経験しながら、
審査に関する専門的な知識を身に付け、センターを中心に審
査結果の不合理な差異の解消に取り組む

特徴
　早い段階で本部の勤務を経験し、保健医療情報部門の業
務や外部組織への出向などを経験しながら高い専門性を身に
付け、データヘルス業務を遂行する

特徴
　早い段階で本部に転勤後、再度、全国の地方組織の勤務
や外部組織への出向を経験し、広い視野を身に付け、課題
解決や組織目標達成に向け業務の進捗を管理する

途
中
で
の
コ
ー
ス
の
変
更
も
可

５年間

支払基金職員として一般的な働き方を選択する地域ジェネラリストコースとは
異なるキャリアと高い専門性を評価するため、３つのキャリアコースを設定

４つのコースとその特徴

4月刊基金  December 2023



目
指
す
職
員
像

　

支
払
基
金
職
員
と
し
て
の
一
般
的
な

働
き
方
で
あ
り
、
基
本
と
な
る
コ
ー
ス

で
す
。

　
「
地
域
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
コ
ー
ス
」

を
選
択
後
は
、
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
・

分
室
の
ほ
か
に
審
査
委
員
会
事
務
局
勤

務
を
経
験
し
ま
す
。
審
査
委
員
会
事
務

局
に
お
い
て
、
審
査
委
員
会
の
対
応
を

行
う
中
で
、
審
査
委
員
と
の
連
携
を
図

り
、
医
学
的
知
識
を
深
め
て
い
く
ほ
か
、

審
査
委
員
と
審
査
事
務
を
行
っ
て
い
る

審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
・
分
室
職
員
と
の

調
整
も
経
験
し
て
い
き
ま
す
。

　

加
え
て
、
審
査
委
員
会
事
務
局
で
は
、

保
険
者
の
対
応
業
務
も
経
験
し
ま
す
。

保
険
者
と
の
打
合
せ
で
は
、
再
審
査
結

果
の
解
説
を
行
う
こ
と
で
説
明
責
任
を

果
た
す
と
と
も
に
、
説
明
能
力
を
さ
ら

に
高
め
て
い
き
ま
す
。

　

審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
・
分
室
と
審
査

委
員
会
事
務
局
を
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
し

な
が
ら
経
験
を
積
み
、
審
査
事
務
、
審

査
委
員
会
対
応
、
医
療
機
関
・
保
険
者

対
応
な
ど
、
支
払
基
金
の
幅
広
い
業
務

に
携
わ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

■
審
査
事
務
経
験
を
積
み
重
ね

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
す
る
ケ
ー
ス

・
医
学
的
知
識
を
活
か
し
た
審

査
事
務
が
で
き
る

・
審
査
委
員
会
の
補
助
業
務
が

円
滑
に
で
き
る

・
医
療
機
関
・
保
険
者
へ
の
説

明
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
で

き
る

・
審
査
委
員
や
他
の
職
員
と
連

携
し
、
審
査
結
果
の
差
異
解

消
を
推
し
進
め
る
こ
と
が
で

き
る

・
現
場
で
得
た
幅
広
い
知
識
を

活
か
し
、
示
さ
れ
た
目
標
を

達
成
す
る
た
め
の
具
体
的
な

方
策
の
立
案
・
運
用
が
で
き

る

■
間
接
部
門
の
経
験
を
積
み
重
ね

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
す
る
ケ
ー
ス

・
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
・
分
室
、

　

審
査
委
員
会
事
務
局
、
そ
れ

ぞ
れ
の
業
務
処
理
に
つ
い
て

熟
知
し
、
円
滑
に
業
務
遂
行

で
き
る

・
創
意
工
夫
に
よ
り
業
務
の
効

率
化
を
推
し
進
め
る
こ
と
が

で
き
る

・
医
療
機
関
・
保
険
者
へ
の
説

明
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
で

き
る

・
現
場
で
得
た
幅
広
い
知
識
を

活
か
し
、
支
払
基
金
本
部
や

関
係
部
署
に
業
務
改
善
の
提

案
が
で
き
る

地
域
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
コ
ー
ス
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事
務
局
で
は
、
勤
務
し
て
い
る
都
道
府

県
の
地
域
の
特
性
の
理
解
・
把
握
と
診

療
科
別
Ｗ
Ｇ
の
照
会
対
応
な
ど
に
関
す

る
業
務
に
従
事
し
ま
す
。

　

将
来
的
に
は
職
員
と
審
査
委
員
の
連

携
を
深
め
る
パ
イ
プ
役
と
な
り
、
ま
た
、

診
療
科
別
Ｗ
Ｇ
で
検
討
さ
れ
る
事
例
に

つ
い
て
座
長
及
び
委
員
の
見
解
を
調
整

す
る
な
ど
高
度
な
業
務
に
携
わ
っ
て
い

き
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
高
度
な
知
識
を
持
つ
審

査
エ
キ
ス
パ
ー
ト
に
な
る
た
め
に
は
、

次
の
よ
う
な
経
験
を
積
む
必
要
が
あ
り

ま
す
。

審
査
エ
キ
ス
パ
ー
ト
コ
ー
ス

　

ブ
ロ
ッ
ク
内
の
い
く
つ
か
の
審
査
事

務
セ
ン
タ
ー
・
分
室
や
審
査
委
員
会
事

務
局
を
経
験
し
な
が
ら
、
審
査
に
関
す

る
専
門
的
な
知
識
を
身
に
付
け
、
主
と

し
て
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
・
分
室
に
お

い
て
、
審
査
基
準
統
一
の
た
め
リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
、
審
査
結
果
の
不

合
理
な
差
異
の
解
消
に
取
り
組
む
コ
ー

ス
で
す
。

　
「
審
査
エ
キ
ス
パ
ー
ト
コ
ー
ス
」
を

選
択
後
は
、「
地
域
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト

コ
ー
ス
」
と
同
様
に
審
査
委
員
会
事
務

局
勤
務
を
経
験
し
ま
す
が
、
特
徴
的
な

点
は
、
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
・
分
室
勤

務
時
に
職
員
が
担
当
す
る
診
療
科
の

リ
ー
ダ
ー
、
診
療
科
別
ワ
ー
キ
ン
グ
グ

ル
ー
プ
（
以
下
、「
診
療
科
別
Ｗ
Ｇ
」）

の
運
営
に
携
わ
り
、
審
査
事
務
の
経
験

値
を
上
げ
、
エ
キ
ス
パ
ー
ト
と
し
て
の

専
門
的
な
知
識
を
習
得
し
て
い
く
こ
と

で
す
。

　

専
門
的
な
知
識
を
習
得
す
る
こ
と
で
、

審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
・
分
室
で
は
審
査

結
果
の
不
合
理
な
差
異
の
解
消
や
審
査

実
績
の
向
上
に
寄
与
し
、
審
査
委
員
会

審査エキスパートとなるために必要な主な経験
・診療科別WGにおける差異解消の取組や診療科別WGの関連業務  

・審査の差異の可視化レポートの検証

・審査の一般的な取扱いに関する検討委員会の運営

・苦情相談窓口に提出された照会事案の対応

・審査結果の不合理な差異解消の取組及び審査基準統一の取組

・診療科のリーダーとして審査の質向上の取組

6月刊基金  December 2023



目
指
す
職
員
像

エキスパートについて
　高い専門性を評価するため、「審査エキスパートコース」と「データヘルスエキス

パートコース」においては、そのコースを選択した職員（非管理職）がエキスパー

トとしての能力を発揮できる職についているか、勤務経験や実践的な経験を積んで

いるか、毎年４月に確認した上で、要件を満たした場合はエキスパートとして評価

します。

　令和６年度からエキスパートの確認を開始し、エキスパートの認定期間は１年間

です。

■
診
療
科
別
Ｗ
Ｇ
運
営
等
の
経
験

を
活
か
し
、
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ

す
る
ケ
ー
ス

・
高
い
専
門
性
を
持
ち
、
診
療

科
別
Ｗ
Ｇ
に
お
け
る
差
異
解

消
の
取
組
や
実
績
向
上
に
努

め
る
こ
と
が
で
き
る

・
審
査
事
務
に
係
る
作
業
の
企

画
立
案
や
問
題
解
決
が
で
き

る
・
診
療
科
別
Ｗ
Ｇ
や
ブ
ロ
ッ
ク

　

別
審
査
委
員
長
会
議
を
円
滑

に
運
営
す
る
た
め
の
高
い
調

整
能
力
を
持
っ
て
い
る

・
審
査
委
員
会
や
関
係
団
体
と

　

良
好
な
関
係
を
築
く
と
と
も

　

に
、
支
払
基
金
側
の
意
図
や

要
望
を
齟
齬
な
く
伝
え
る
こ

　

と
が
で
き
る

■
審
査
統
括
部
特
別
審
査
課
を
経

験
し
、
現
場
の
審
査
事
務
を
牽

引
す
る
ケ
ー
ス

・
審
査
事
務
の
高
い
能
力
が
あ

り
、
各
診
療
科
で
中
心
と
な

る
こ
と
が
で
き
る

・
点
数
表
の
解
釈
以
外
の
関
係

　

通
知（
疑
義
解
釈
資
料
）等

　

の
内
容
を
理
解
し
、
審
査
委

　

員
、
職
員
、
そ
の
他
関
係
各

所
か
ら
の
照
会
に
瞬
時
に
対

応
で
き
る

・
能
力
を
活
か
し
他
の
職
員
の

　

人
材
育
成
が
で
き
る

・
審
査
結
果
等
に
差
異
が
生
じ
た

事
例
に
対
し
、
多
角
的
な
観
点

か
ら
解
決
へ
導
く
こ
と
が
で
き

る
・
審
査
委
員
か
ら
の
意
見
等
に

柔
軟
に
対
応
し
、
明
確
な
根

拠
を
持
っ
て
説
明
が
で
き
る
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目
指
す
職
員
像

　

早
い
段
階
で
基
金
本
部
で
の
勤
務
を

経
験
し
、
保
健
医
療
情
報
部
門
の
業
務

や
外
部
組
織
へ
の
出
向
な
ど
を
経
験
し

な
が
ら
高
い
専
門
性
を
身
に
付
け
、

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
業
務
で
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
発
揮
す
る
コ
ー
ス
で
す
。

　

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
が
原
則
義
務

化
さ
れ
、
来
年
秋
の
健
康
保
険
証
の
廃

止
を
見
据
え
、
支
払
基
金
で
は
医
療
施

設
に
対
す
る
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の

導
入
支
援
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
が
広

く
行
き
渡
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
電
子
処

方
箋
管
理
サ
ー
ビ
ス
の
運
用
も
始
め
て

い
ま
す
。

　

健
康
ス
コ
ア
リ
ン
グ
レ
ポ
ー
ト
や
デ

ー
タ
ヘ
ル
ス
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
等
に
よ

り
保
険
者
の
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
に
も
積
極

的
に
貢
献
す
る
と
と
も
に
、
デ
ー
タ
ヘ

ル
ス
の
基
盤
を
担
う
専
門
機
関
と
し
て

新
た
な
付
加
価
値
を
生
み
出
す
事
業
の

展
開
に
結
び
付
け
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

　

そ
の
た
め
の
、
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
部
門

で
活
躍
す
る
人
材
を
育
て
る
、
職
員
の

専
門
性
を
高
め
る
エ
キ
ス
パ
ー
ト
コ
ー

ス
で
す
。

　

入
所
後
は
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
・
分

室
勤
務
を
経
験
し
、
審
査
事
務
の
基
本

的
な
能
力
を
習
得
し
ま
す
。「
デ
ー
タ

ヘ
ル
ス
エ
キ
ス
パ
ー
ト
コ
ー
ス
」
を
選

択
後
は
、
基
金
本
部
の
保
健
医
療
情
報

部
門
の
勤
務
を
経
験
し
、
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
処
理
ス
キ
ル
に
加
え
、
統
計
や
分
析

の
基
礎
知
識
を
身
に
付
け
る
ほ
か
、
シ

ス
テ
ム
基
盤
の
構
築
、
行
政
機
関
と
の

連
携
、
行
政
機
関
、
研
究
機
関
、
医
療

機
関
、
シ
ス
テ
ム
ベ
ン
ダ
等
へ
の
出
向

を
経
験
し
ま
す
。

　

将
来
的
に
は
、
分
析
業
務
、
シ
ス
テ

ム
開
発
運
用
業
務
、
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
業

務
の
企
画
立
案
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
を

目
指
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

・
デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
専
門
職
と
し
て
、

デ
ー
タ
分
析
、
統
計
、
Ｉ
Ｔ
、

　

政
策
立
案
と
い
っ
た
業
務
に
お

い
て
専
門
性
を
高
め
る
こ
と
が
で

き
る

・
デ
ー
タ
分
析
、
統
計
、
Ｉ
Ｔ
、

政
策
立
案
に
お
け
る
専
門
性
を

　

基
に
、

　

✓
国
民
の
保
健
医
療
の
向
上
や

最
適
な
医
療
へ
貢
献
で
き
る

　

✓
行
政
機
関
や
保
険
者
、
研
究

者
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
関

係
者
と
協
働
で
き
る

　

✓
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
た
な
業

務
の
開
拓
や
付
加
価
値
の
提

供
が
で
き
る

デ
ー
タ
ヘ
ル
ス
エ
キ
ス
パ
ー
ト
コ
ー
ス

8月刊基金  December 2023



目
指
す
職
員
像

経
営
幹
部
コ
ー
ス

　

基
金
本
部
の
部
長
や
地
方
組
織
長
を

志
し
、
課
題
解
決
や
組
織
目
標
達
成
に

向
け
業
務
の
進
捗
を
管
理
す
る
こ
と
を

役
割
と
し
、
早
い
段
階
で
基
金
本
部
に

勤
務
後
、
再
度
、
全
国
の
地
方
組
織
の

勤
務
や
外
部
組
織
へ
の
出
向
を
経
験
し

ま
す
。
広
い
視
野
を
身
に
付
け
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
、
組
織
目
標
の

達
成
を
主
導
す
る
、
地
方
組
織
を
牽
引

す
る
、
と
い
っ
た
経
営
幹
部
を
目
指
す

コ
ー
ス
で
す
。

　

審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
・
分
室
勤
務
後

は
、
基
金
本
部
の
勤
務
を
経
験
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
部
署
で
専
門
的
な
業
務
に
従

事
し
、
職
員
と
し
て
の
視
野
を
広
げ
て

い
き
ま
す
。
例
え
ば
、

•
人
事
部
で
は
、
組
織
定
員
管
理
を
行

い
、
適
正
な
人
員
配
置
や
組
織
の
在

り
方
を
学
ぶ
。

•
審
査
運
営
部
で
は
、
審
査
事
務
の
目

標
を
達
成
す
る
た
め
の
地
方
組
織
の

支
援
を
行
い
、
実
績
管
理
や
進
捗
管

理
の
ス
キ
ル
を
身
に
付
け
る
。

•
経
営
企
画
部
で
は
、
関
係
団
体
と
の

連
絡
調
整
や
手
数
料
交
渉
な
ど
を
通

じ
て
、
外
か
ら
見
た
支
払
基
金
を
体

感
す
る
。

　

将
来
的
に
は
、
基
金
本
部
の
部
長
、

地
方
組
織
の
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
長
、

事
務
局
長
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
の
経
験

を
活
か
し
、
組
織
の
円
滑
な
運
営
を
行

い
ま
す
。

　

特
に
強
い
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
、
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
能
力
を
求
め
ら
れ
ま
す
が
、

基
金
本
部
で
の
勤
務
、
リ
ー
ダ
ー
に
な

る
た
め
の
研
修
を
受
講
し
て
い
く
こ
と

で
経
営
幹
部
と
な
る
職
員
を
育
て
て
い

き
ま
す
。

 

・
組
織
の
目
指
す
経
営
戦
略
の
策

定
や
組
織
を
統
率
す
る

・
幅
広
い
視
野
を
持
ち
、
社
会
情

　

勢
の
変
化
に
応
じ
て
仕
事
の
や

　

り
方
を
改
革
で
き
る
柔
軟
性
や

想
像
力
を
持
っ
て
い
る

・
多
角
的
な
視
野
で
判
断
し
、
指

揮
命
令
が
で
き
る

・
関
係
団
体
に
対
し
て
折
衝
・
調

整
が
で
き
、
説
明
責
任
を
果
た

す
こ
と
が
で
き
る

・
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
し
、
的

確
な
指
示
が
で
き
る
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職
員
の
コ
ー
ス
選
択

　

職
員
の
コ
ー
ス
選
択
に
つ
い
て
は
、

非
管
理
職
の
職
員
を
対
象
と
し
て
毎
年

行
い
ま
す
。

　

仕
事
だ
け
で
な
く
、
結
婚
、
出
産
、

育
児
、
住
宅
の
購
入
な
ど
職
員
の
ラ
イ

フ
イ
ベ
ン
ト
に
よ
っ
て
、
自
身
の
将
来

設
計
も
変
化
し
て
い
く
こ
と
が
十
分
に

考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
コ
ー
ス
選
択
後

も
途
中
で
コ
ー
ス
を
変
更
で
き
る
柔
軟

な
制
度
と
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
新
規
採
用
職
員
は
、
入
所
後

6
年
目
に
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
選
択
す
る

こ
と
と
し
て
い
ま
す
が
、
５
年
目
以
下

の
職
員
に
対
し
て
も
希
望
す
る
コ
ー
ス

の
聴
取
を
行
い
ま
す
。

人
材
の
育
成

　

支
払
基
金
の
人
材
育
成
は
、
個
々
の

職
員
が
将
来
の
目
標
を
明
確
に
持
ち
、

そ
の
目
標
に
向
か
っ
て
必
要
な
知
識
・

経
験
を
習
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人

の
能
力
や
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
る

と
と
も
に
、
組
織
と
し
て
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
の
最
大
化
を
図
る
こ
と
を
基
本
方

針
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、「
地
域
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト
コ

ー
ス
」
を
基
本
に
、
人
事
ロ
ー
テ
ー
シ

ョ
ン
に
よ
っ
て
、
審
査
事
務
セ
ン
タ

ー
・
分
室
と
審
査
委
員
会
事
務
局
の
勤

務
を
経
験
し
、
そ
こ
で
得
た
知
識
・
経

験
・
ノ
ウ
ハ
ウ
を
最
大
限
に
発
揮
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

新
規
採
用
職
員
は
、
入
所
す
る
と
審

査
事
務
セ
ン
タ
ー
・
分
室
に
配
置
さ
れ
、

内
科
、
外
科
、
歯
科
、
そ
の
他
の
診
療

科
の
審
査
事
務
を
経
験
し
ま
す
。
新
規

採
用
か
ら
５
年
間
は
新
人
育
成
期
間
と

し
て
、
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
・
分
室
で

支
払
基
金
の
主
た
る
業
務
で
あ
る
審
査

事
務
の
実
践
経
験
を
積
み
、
審
査
事
務

の
基
礎
の
習
得
と
支
払
基
金
の
業
務
に

つ
い
て
の
理
解
を
深
め
ま
す
。

　

そ
し
て
、
６
年
目
以
降
、
自
ら
が
選

択
し
た
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
に
応
じ
た
人
事

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
実
践
的

な
経
験
を
積
ん
で
い
き
ま
す
。

　

人
事
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本
的
な

考
え
方
と
し
て
、
業
務
運
営
の
み
な
ら

ず
個
人
の
希
望
を
尊
重
し
、
本
人
に
選

択
の
機
会
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

主
体
的
な
選
択
の
前
提
と
し
て
、
新
人

育
成
期
間
に
担
当
の
診
療
科
を
最
低
2

つ
以
上
経
験
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
職
員
と
し
て
は
、
審
査
事
務

の
ほ
か
、
審
査
委
員
会
対
応
、
保
険
者

の
方
や
医
療
機
関
の
方
か
ら
の
照
会
対

応
な
ど
、
い
ず
れ
も
重
要
な
ス
キ
ル
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
審
査
事
務
セ
ン
タ

ー
・
分
室
及
び
審
査
委
員
会
事
務
局
の

両
方
を
経
験
し
ま
す
。

人
材
育
成
と
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
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　　  基本的な能力の習得
入所後、一定期間は基本的な審査能力を習得
●初任勤務地は全国14か所の審査事務センター（分室）へ配属
　審査事務センター・分室では、レセプト審査事務を行う

　　　キャリアパスの選択
●選択したキャリアに向けてスキルアップ

　　　　様々な業務経験
審査委員会の審査補助や保険者・医療機関に対する説明を習得
●「医学的根拠に基づく審査事務ができる職員」を目指し、
　ブロック内の診療科別研修等により診療科に特化した医学的知識を習得
●審査委員会事務局では、審査委員会の審査補助や保険者・医療機関の対応を行う

入所

若手

データヘルスエキスパートコース

本部の保健医療情報部門において専門性を発揮
してデータヘルス業務を遂行

早い段階で本部の勤務を経験し、保健医療情報
部門の業務や外部組織への出向などを経験しな
がら高い専門性を身に付け、データヘルス業務を
遂行する

経営幹部コース

本部の部長や地方組織長を志し、リーダーシッ
プを発揮し課題解決や組織目標達成に向け業務
の進捗を管理する

早い段階で本部に転勤後、再度、全国の地方組
織の勤務や外部組織への出向を経験し、広い視
野を身に付け、課題解決や組織目標達成に向け
業務の進捗を管理する

審査エキスパートコース

審査基準統一のためにリーダーシップを発揮し、
審査結果の不合理な差異の解消に取り組む

ブロック内のいくつかのセンターや事務局を経験
しながら、審査に関する専門的な知識を身に付
け、センターを中心に審査結果の不合理な差異
の解消に取り組む

地域ジェネラリストコース

現場で得た幅広い知識を活かし、円滑に業務を
遂行する

基本的な人事ローテーションによりセンターと事
務局を経験し、現場で得た幅広い知識を活かし
円滑に業務を遂行する

配置診療科の基礎を習得
入所から3年程度

別の診療科を経験
４年目以降～

Step1

事務局へ異動

Step2 Step3

一般的なモデルケース
　　　　　　入所した新人は…

 
▶ 診療科をマスターするのに
　　　　一定程度の期間が必要

▶ 入所後配属された診療科以外の
　 診療科を経験

▶ 事務局業務を経験
　 　審査委員対応・
　 　　　保険者対応・
　 　　　　医療機関対応を経験

審査事務の習得期間 対応業務の習得期間

６年目以降～人
事
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン

➡現行、既存職員と同程度の審査実
績を残せる様になるまでの間（3年
程度）は配置した診療科で育成する

➡複数の診療科を経験した後、
　キャリアパス（4コース）から
　目指すコースを確認する

➡支払基金職員として、審査事務以外
に身に付けるべきスキルを事務局で
習得する

新人育成のイメージ

さ
い
ご
に

　

キ
ャ
リ
ア
パ
ス
制
度
の
運
用
に
よ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
将
来
像
を
見
据
え
た
キ
ャ

リ
ア
パ
ス
を
選
択
す
る
こ
と
で
、
各
々

の
職
員
が
働
き
が
い
を
感
じ
ら
れ
る
職

場
を
目
指
し
て
い
き
ま
す
。

　

ま
た
、
運
用
開
始
後
も
さ
ら
な
る

コ
ー
ス
の
追
加
や
エ
キ
ス
パ
ー
ト
の
細

分
化
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。

　

ど
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
を
積
み
、
ど

の
よ
う
な
働
き
方
を
し
た
い
の
か
、
職

員
自
ら
将
来
像
を
考
え
て
キ
ャ
リ
ア
パ

ス
を
選
択
す
る
こ
と
で
自
覚
が
生
ま
れ

る
も
の
と
考
え
ま
す
。

　

そ
し
て
、
ど
の
コ
ー
ス
を
選
択
し
た

か
に
関
わ
ら
ず
、
支
払
基
金
職
員
と
し

て
能
力
を
高
め
て
い
く
こ
と
で
、
こ
れ

ま
で
以
上
に
医
療
機
関
、
保
険
者
を
は

じ
め
と
し
た
外
部
関
係
機
関
の
方
々
と

良
好
な
関
係
を
築
き
、
良
質
な
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
、
疑

問
に
対
し
て
も
説
明
責
任
を
果
た
し
て

ま
い
り
ま
す
。
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被
表
彰
者
全
員
の
氏
名
が
読
み
上
げ
ら
れ
た
後
、
被

表
彰
者
を
代
表
し
て
、
千
葉
県
社
会
保
険
診
療
報
酬

請
求
書
審
査
委
員
会 

中
村
眞
人
副
審
査
委
員
長
が

表
彰
状
を
受
け
取
り
ま
し
た
。

　
続
い
て
、
被
表
彰
者
を
代
表
し
て
岩
手
県
社
会
保

険
診
療
報
酬
請
求
書
審
査
委
員
会 

加
藤
章
信
審
査

委
員
長
が
謝
意
を
表
さ
れ
、「
我
が
国
の
医
療
保
険

制
度
は
、
国
民
皆
保
険
の
下
、
社
会
の
重
要
な
基
盤

と
な
っ
て
い
る
中
で
、
支
払
基
金
の
審
査
委
員
会
は
、

近
年
の
医
学
、
医
療
の
発
展
、
疾
病
の
複
雑
化
や
人

口
の
高
齢
化
と
と
も
に
審
査
に
は
一
層
の
高
度
な
専

門
的
知
識
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
適
正
な
審

査
に
つ
い
て
、
国
及
び
保
険
者
な
ど
の
関
係
方
面
か

ら
一
層
の
強
い
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
平
素
か
ら
適
正
な
審
査
に
懸
命
に
努
め
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
回
の
受
賞
を
励
み
と
し
て
、

さ
ら
に
研
鑚
を
重
ね
、
微
力
な
が
ら
今
後
と
も
支
払

基
金
の
公
共
的
な
使
命
達
成
の
た
め
、
よ

り
一
層
の
努
力
を
い
た
す
所
存
で
あ
る
。」

と
決
意
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
最
後
に
、
支
払
基
金
を
代
表
し
て
神
田

理
事
長
か
ら
あ
い
さ
つ
が
あ
り
、
表
彰
式

は
滞
り
な
く
終
了
し
ま
し
た
。

　
令
和
５
年
度
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
関
係

功
績
者
厚
生
労
働
大
臣
表
彰
は
、
去
る
10
月
27
日

（
金
）
午
後
１
時
30
分
か
ら
ベ
ル
サ
ー
ル
虎
ノ
門
に

お
い
て
執
り
行
わ
れ
、
78
名
の
審
査
委
員
の
方
々
が

表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

　
表
彰
式
は
、
塩
崎
彰
久
厚
生
労
働
大
臣
政
務
官
を

は
じ
め
、
厚
生
労
働
省
保
険
局
の
幹
部
職
員
及
び
支

払
基
金
か
ら
は
神
田
裕
二
理
事
長
ほ
か
役
員
が
出
席

の
下
、
は
じ
め
に
塩
崎
厚
生
労
働
大
臣
政
務
官
か
ら

あ
い
さ
つ
が
あ
り
ま
し
た
。
続
い
て
表
彰
に
移
り
、

令
和
５
年
度

社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金

関
係
功
績
者
厚
生
労
働
大
臣
表
彰

▲塩崎厚生労働大臣政務官から表彰
状を受け取る中村副審査委員長

◀謝辞を述べる加藤審査委員長

令和５年度  厚生労働省大臣表彰被表彰者 （都道府県別五十音順・敬称略）

都
道
府
県
名

氏
　
名

都
道
府
県
名

氏
　
名

北
海
道

伊

藤
　

学

愛
知
県

長
谷
川
　
常
徳

〃

永

森
　

聡

〃

水
野
　
志
朗

〃

柳
澤
　
克
之

三
重
県

山
本
　
伸
仁

青
森
県

小
川
　
吉
司

滋
賀
県

髙
橋
　
健
太
郎

岩
手
県

加
藤
　
章
信

京
都
府

岡

本
　

肇

宮
城
県

木
内
　
喜
孝

〃

菱

本
　

修

秋
田
県

成
田
　
琢
磨

大
阪
府

岩
井
　
廣
茂

山
形
県

稲
村
　
博
雄

〃

首
藤
　
太
一

福
島
県

木
村
　
秀
夫

〃

根
耒
　
伸
夫

茨
城
県

飯

塚
　

正

〃

山
口
　
誓
司

栃
木
県

谷
野
　
定
之

兵
庫
県

淺
野
　
達
藏

群
馬
県

大

島
　

茂

〃

浦
野
　
雅
彦

埼
玉
県

筋

師
　

洋

〃

岡
田
　
泰
長

〃

西

嶌
　

渡

奈
良
県

岩

井
　

誠

〃

林

　

優

和
歌
山
県

小
椋
　
廣
次

千
葉
県

岡
　

陽

一

鳥
取
県

杉
本
　
勇
二

〃

髙
梨
　
秀
樹

島
根
県

角
　

文

宣

〃

中
村
　
眞
人

岡
山
県

猶
本
　
良
夫

東
京
都

青

木
　

律

広
島
県

岡
島
　
正
純

〃

大
谷
　
和
男

〃

柳
田
　
実
郎

〃

梶
原
　
宗
介

山
口
県

藤
井
　
崇
史

〃

糟
谷
　
英
俊

徳
島
県

藤
本
　
浩
史

〃

玉

木
　

毅

香
川
県

大
森
　
浩
二

〃

馬
場
　
紀
行

愛
媛
県

岩

田
　

猛

神
奈
川
県

池
　

秀

之

高
知
県

西
野
　
彰
恭

〃

世
良
田
　
和
幸

福
岡
県

梶
原
　
康
巨

〃

村
岡
　
輝
雄

〃

堀
　

大

蔵

〃

渡
辺
　
雄
幸

〃

宮
原
　
寿
明

新
潟
県

五
十
嵐
　
文
雄

佐
賀
県

寺
尾
　
弘
隆

富
山
県

桑
山
　
直
也

長
崎
県

江
﨑
　
宏
典

石
川
県

石

野
　

洋

熊
本
県

永
田
　
雅
英

福
井
県

土
田
　
千
賀

大
分
県

藤
尾
　
信
昭

山
梨
県

矢
島
　
幹
人

宮
崎
県

髙
木
　
純
一

長
野
県

𠮷
　
澤
　
　 

要

鹿
児
島
県

三

宅
　

智

岐
阜
県

中
島
　
利
彦

沖
縄
県

仲
本
　
昌
一

静
岡
県

伊
藤
　
靖
郎

本

部

兼

坂
　

茂

〃

寺
西
　
誠
治

〃

川
崎
　
誠
治

愛
知
県

大

平
　

誠

〃

坂
本
　
哲
也

〃

佐
藤
　
康
幸

〃

星
野
　
惠
津
夫
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た
だ
い
ま
、
栄
え
あ
る
厚
生
労
働
大
臣
表

彰
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
審
査
委
員
の
皆
様

に
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
を
代

表
し
、
心
か
ら
お
祝
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
日
、
受
賞
さ
れ
た
審
査
委
員
の
皆
様
に

お
か
れ
ま
し
て
は
、
長
年
に
わ
た
り
、
診
療

等
で
ご
多
忙
な
中
、
診
療
報
酬
の
審
査
に
時

間
を
さ
い
て
、
各
都
道
府
県
の
審
査
委
員
会
に
お
い
て
、
中
心
的
、
指
導
的
な

役
割
を
果
た
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
長
年
に
わ
た
る
ご
尽
力
に
対
し
て
、
心
か

ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
深
く
敬
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　

さ
て
、
支
払
基
金
は
、
昨
年
10
月
、
職
員
の
審
査
事
務
を
全
国
14
か
所
の
拠

点
に
集
約
す
る
と
い
う
創
設
以
来
の
大
き
な
組
織
改
革
を
行
い
ま
し
た
。
そ
れ

に
先
立
ち
、
Ａ
Ｉ
に
よ
る
レ
セ
プ
ト
振
分
機
能
や
職
員
か
ら
の
照
会
に
回
答
す

る
機
能
を
実
装
し
、
14
万
あ
っ
た
支
部
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ
ク
を
全
国
的

に
統
一
し
た
新
し
い
審
査
支
払
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
ま
し
た
。
ま
た
、
審
査
委

員
に
も
在
宅
審
査
を
導
入
す
る
と
と
も
に
、
在
宅
と
事
務
所
の
ど
ち
ら
に
も
適

用
で
き
、
都
道
府
県
間
で
公
平
に
審
査
委
員
の
ご
努
力
に
報
い
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、
審
査
委
員
手
当
を
見
直
す
等
、
様
々
な
改
革
を
進
め
て
ま
い
り
ま
し

た
。

　

組
織
改
革
に
よ
り
、
千
人
を
超
え
る
職
員
に
転
勤
し
て
も
ら
い
、
転
居
や
長

時
間
通
勤
と
い
っ
た
負
担
を
か
け
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
が
、
組
織
改
革
後
、

審
査
実
績
を
格
段
に
向
上
さ
せ
る
と
い
う
成
果
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
職
員
の
努
力
は
も
と
よ
り
、
様
々
な
変
革
を
受
け
入
れ
て
く
だ

さ
っ
た
審
査
委
員
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
の
賜
物
で
あ
る
と
心
か
ら
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

　

改
革
に
伴
い
、
組
織
、
審
査
の
や
り
方
な
ど
多
く
の
事
項
が
変
わ
り
ま
し
た

が
、
地
域
医
療
の
特
性
を
踏
ま
え
た
ピ
ア
・
レ
ビ
ュ
ー
と
い
う
審
査
の
本
質
は

い
さ
さ
か
も
揺
ら
い
で
お
り
ま
せ
ん
。

　

今
後
と
も
、
審
査
委
員
の
皆
様
に
築
き
上
げ
て
い
た
だ
い
た
審
査
支
払
の
基

盤
の
上
に
、
医
療
Ｄ
Ｘ
に
関
連
す
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
、
医
療
関
係
者
の
皆

様
か
ら
信
頼
さ
れ
る
審
査
支
払
機
関
と
し
て
、
ま
た
、
臨
床
現
場
に
お
け
る
最

適
な
医
療
の
提
供
や
広
く
国
民
の
皆
様
の
健
康
づ
く
り
等
に
貢
献
す
る
医
療
Ｄ

Ｘ
の
専
門
機
関
と
し
て
、
そ
の
役
割
を
し
っ
か
り
と
果
た
し
て
ま
い
る
所
存
で

あ
り
ま
す
。

　

本
日
、
表
彰
さ
れ
た
審
査
委
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
長
年
に
わ
た

る
知
識
・
経
験
を
踏
ま
え
、
今
後
と
も
、
支
払
基
金
の
運
営
に
つ
い
て
、
ご
指

導
、
ご
助
言
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

終
わ
り
に
、
本
日
、
受
賞
さ
れ
た
皆
様
の
益
々
の
ご
健
勝
と
ご
活
躍
を
お
祈

り
申
し
上
げ
ま
し
て
、
お
祝
い
の
あ
い
さ
つ
と
い
た
し
ま
す
。

塩
崎
彰
久
厚
生
労
働
大
臣
政
務
官
あ
い
さ
つ

神
田
裕
二
理
事
長
あ
い
さ
つ

　

今
回
、
表
彰
を
受
け
ら
れ
る
皆
様
に
、

心
よ
り
の
お
祝
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

審
査
委
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
地
域
医
療
へ
の
貢
献
に
加
え
、
毎

月
の
診
療
報
酬
の
審
査
を
滞
る
こ
と
な
く

行
っ
て
い
た
だ
き
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
近
年
の
革
新
的
な
新
薬
開
発
や
医
療
技
術
の
高
度
化
に
加
え
、
国
民
が
享

受
す
る
医
療
サ
ー
ビ
ス
も
多
種
多
様
な
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
に

伴
い
、
診
療
報
酬
の
審
査
・
支
払
業
務
も
、
年
々
、
複
雑
化
・
多
様
化
し
て
い

る
状
況
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
政
府
一
丸
と
な
っ
て
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
と
健
康
保
険
証
の
一
体
化
や
、
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
の
用
途
の
拡
充
を

は
じ
め
と
し
た
医
療
Ｄ
Ｘ
の
推
進
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
医
療
を

と
り
ま
く
環
境
も
大
き
く
変
化
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
適
正
な
審
査
が
確
保
さ
れ
、
国
民
が
良
質
な

医
療
を
享
受
で
き
て
い
る
の
は
、
ひ
と
え
に
、
審
査
委
員
の
皆
様
の
長
年
に

わ
た
る
御
尽
力
の
賜
物
で
あ
り
ま
す
。

　
皆
様
の
御
功
績
に
対
し
、
深
く
敬
意
と
謝
意
を
表
し
ま
す
。

　
現
在
、
社
会
保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
で
は
Ｉ
Ｃ
Ｔ
を
活
用
し
た
審
査
事

務
の
効
率
化
・
高
度
化
と
審
査
結
果
の
不
合
理
な
差
異
の
解
消
と
い
う
改
革

を
進
め
、
審
査
委
員
の
皆
様
の
業
務
効
率
化
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
中
で
、

昨
年
10
月
に
は
、
拠
点
の
再
編
と
い
う
大
き
な
組
織
改
革
を
行
い
、
新
生
支

払
基
金
と
し
て
ス
タ
ー
ト
を
切
ら
れ
ま
し
た
。

　
今
後
と
も
、
審
査
委
員
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
我
が
国
の
医
療
保

険
制
度
の
持
続
可
能
性
を
高
め
、
将
来
世
代
に
引
き
継
い
で
い
く
た
め
に
も
、

長
年
に
わ
た
っ
て
築
き
上
げ
て
こ
ら
れ
た
診
療
報
酬
の
審
査
に
関
す
る
多
く

の
経
験
や
知
識
を
さ
ら
に
活
か
し
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。

　
最
後
に
皆
様
の
益
々
の
ご
健
勝
を
お
祈
り
い
た
し
ま
し
て
、
甚
だ
略
儀
で

は
あ
り
ま
す
が
、
御
祝
詞
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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医
師
と
し
て

―
―
医
師
を
志
し
た
き
っ
か
け

　

子
ど
も
の
と
き
伝
記
が
好
き
で
読
ん
で

お
り
、
ま
た
、
理
科
系
が
好
き
だ
っ
た
こ

と
か
ら
、
伝
記
の
中
で
も
科
学
者
の
人
た

ち
の
も
の
を
た
く
さ
ん
読
ん
で
い
ま
し
た
。

そ
の
た
め
当
初
は
、
医
師
よ
り
科
学
者
に

な
る
こ
と
の
ほ
う
が
気
に
な
っ
て
い
た
の

で
す
が
、
科
学
者
は
理
科
系
の
中
で
お
金

に
な
ら
な
い
と
い
う
非
常
に
現
実
的
な
理

由
で
、
お
金
に
な
り
そ
う
な
医
師
を
目
指

し
ま
し
た
。

―
―
医
師
と
し
て
従
事
す
る
中
で
嬉
し

か
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド

　

私
は
医
師
に
な
っ
て
39
年
目
に
な
り
ま

す
が
、
そ
の
う
ち
35
年
く
ら
い
が
、
研
究

も
含
め
て
大
腸
が
ん
専
門
で
す
。

　

20
年
以
上
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー
に

勤
務
し
、
大
腸
が
ん
の
研
究
代
表
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
、
研
究
結
果
が
診
療
報
酬
に

反
映
さ
れ
た
こ
と
が
嬉
し
か
っ
た
エ
ピ

ソ
ー
ド
で
す
。

　

臨
床
試
験
は
、
非
常
に
時
間
が
か
か

り
ま
す
。
私
の
場
合
、
２
０
０
３
年
か

ら
始
め
て
、
症
例
集
積
に
７
年
か
か
り
、

２
０
１
０
年
く
ら
い
か
ら
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ

プ
で
５
年
、
結
果
が
出
た
の
が
２
０
１
６

年
で
す
。
十
数
年
か
か
っ
て
や
っ
と
結
果

が
出
て
、
そ
れ
を
学
会
に
発
表
し
論
文
に

し
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
載
っ
て
、
診
療
報

酬
に
反
映
さ
れ
た
の
が
令
和
４
年
で
し
た
。

　

診
療
報
酬
に
収
載
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

は
、
レ
セ
プ
ト
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
て
気

付
き
ま
し
た
。
自
分
の
仕
事
の
一
番
大
き

な
も
の
で
し
た
か
ら
、
そ
れ
が
診
療
報
酬

と
い
う
、
今
、
関
わ
っ
て
い
る
仕
事
の
中

に
加
わ
っ
た
と
い
う
の
は
、
良
か
っ
た
と

思
い
ま
す
し
、
こ
う
い
う
経
験
は
、
な
か

な
か
で
き
な
い
こ
と
な
の
で
、
嬉
し
か
っ

た
で
す
。

﹇
収
載
さ
れ
た
内
容
﹈

Ｋ
７
４
０　

直
腸
切
除
・
切
断
術

注
２　

片
側
側
方
リ
ン
パ
節
郭
清
加
算

　

側
方
リ
ン
パ
節
郭
清
を
併
せ
て
行
っ
た
場
合

で
あ
っ
て
、
片
側
の
み
に
行
っ
た
場
合
は
、
片
側

側
方
リ
ン
パ
節
郭
清
加
算
と
し
て
、
４
２
５
０

点
を
、
両
側
に
対
し
て
行
っ
た
場
合
は
、
両
側
側

方
リ
ン
パ
節
郭
清
加
算
と
し
て
、
６
３
８
０
点

を
所
定
点
数
に
加
算
す
る

―
―
医
師
と
し
て
の
ポ
リ
シ
ー
と
座
右
の

銘
　

私
が
駆
け
出
し
の
と
き
の
上
司
が
、「
一

つ
の
病
変
を
見
つ
け
て
安
心
す
る
な
」
と
、

常
に
口
酸
っ
ぱ
く
言
っ
て
い
ま
し
た
。
や

は
り
、
大
腸
が
ん
と
分
か
っ
て
い
て
も
、

他
に
病
気
は
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
は
常

に
考
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
が
、
一
番
の
ポ

リ
シ
ー
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
臨
床
倫
理
認
定
士
の
上
級
コ
ー

ス
の
資
格
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
認
知
症

な
ど
で
意
思
を
表
明
で
き
な
い
よ
う
な
人

た
ち
の
支
援
も
行
っ
て
い
ま
す
し
、
化
学

療
法
に
よ
る
副
作
用
で
治
療
が
嫌
に
な
る

人
も
い
る
の
で
、
嫌
に
な
っ
た
ら
そ
の
気

持
ち
を
医
師
に
対
し
て
言
え
る
よ
う
な
雰

囲
気
づ
く
り
を
し
て
、
患
者
さ
ん
の
本
来

の
気
持
ち
を
汲
み
取
る
こ
と
も
心
が
け
て

い
ま
す
。

保
険
者
・
医
療
機
関
・
患
者
の

本
来
の
気
持
ち
を
汲
み
取
る

藤ふ
じ

田た

　
伸し

ん　

栃
木
県
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
審
査
委
員
会 

審
査
委
員
長

審査委員長に伺いました。
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思
い
ま
す
。

―
―
集
約
後
１
年
経
ち
思
う
こ
と

　

集
約
に
よ
り
、
作
業
の
効
率
化
が
図
れ

る
の
で
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ

に
伴
い
、
職
員
へ
の
負
担
が
当
然
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
栃
木
の
場
合
は
、
職
員
が

よ
く
声
を
か
け
て
き
て
く
れ
ま
す
し
、
審

査
委
員
が
分
か
ら
な
い
こ
と
を
す
ぐ
聞
け

る
環
境
を
作
っ
て
く
れ
て
い
る
の
で
非
常

に
助
か
り
ま
す
が
、
集
約
に
よ
る
職
員
の

負
荷
が
今
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

印
象
が
あ
り
心
配
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん

に
は
あ
ま
り
無
理
し
な
い
で
ほ
し
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
に
つ
い
て

―
―
趣
味
や
健
康
を
保
つ
秘
訣
は

　

ま
ず
一
つ
は
、
将
棋
で
す
。
ア
マ
チ
ュ

ア
４
段
で
免
状
を
持
っ
て
い
ま
す
。
最
近

は
、
実
際
の
対
局
を
や
っ
て
い
な
い
の
で
、

４
段
の
実
力
は
な
く
、
２
段
く
ら
い
か
な

と
思
い
ま
す
。
ｉ
Ｐ
ａ
ｄ
に
将
棋
の
ア
プ

リ
を
何
種
類
か
入
れ
て
い
る
の
で
す
が
、

こ
れ
が
す
ご
く
強
い
で
す
。
パ
ソ
コ
ン
が

世
の
中
に
出
始
め
た
頃
の
将
棋
の
ソ
フ
ト

は
、
一
番
強
い
モ
ー
ド
に
し
て
も
私
が

勝
っ
て
い
た
の
で
ス
ト
レ
ス
発
散
に
な
っ

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
も
、
在
宅
審

査
の
先
生
が
い
る
の
で
状
況
は
同
じ
で
あ

り
、
審
査
委
員
会
に
来
ら
れ
る
先
生
は
特

定
の
人
に
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
審
査
委
員

は
、
病
院
の
診
療
や
会
議
の
合
間
に
審
査

委
員
会
に
行
く
こ
と
に
な
る
の
で
、
出
席

で
き
な
い
人
も
い
る
こ
と
は
承
知
で
す
が
、

特
定
の
人
だ
け
で
情
報
交
換
を
し
て
い
る

状
態
に
な
ら
な
い
よ
う
、
今
後
、
審
査
委

員
会
の
在
り
方
を
考
え
る
こ
と
も
必
要
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

―
―
保
険
者
、
医
療
機
関
と
の
調
整
で
留

意
さ
れ
て
い
る
こ
と

　

保
険
者
及
び
医
療
機
関
の
気
持
ち
を
汲

み
取
る
よ
う
に
心
が
け
て
い
ま
す
。

　

保
険
者
に
は
、
再
審
査
の
コ
メ
ン
ト
入

力
を
留
意
し
て
い
ま
す
。
短
期
間
で
の
処

理
で
す
が
、
分
か
り
易
く
記
載
す
る
よ
う

心
が
け
て
い
ま
す
の
で
、
保
険
者
に
お
か

れ
ま
し
て
も
、
再
審
査
を
申
出
の
際
に
は
、

明
確
な
申
出
理
由
の
記
載
に
ご
理
解
い
た

だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　

医
療
機
関
に
は
、
病
名
の
付
け
方
や
入

院
期
間
な
ど
、
病
院
の
個
性
が
出
る
も
の

だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
医
療
費
の
適
正
化

と
い
う
観
点
か
ら
も
真
に
必
要
な
検
査
や

加
算
の
算
定
に
ご
理
解
い
た
だ
け
た
ら
と

　

私
は
慶
應
義
塾
の
出
身
と
い
う
こ
と
も

あ
り
、
福
沢
諭
吉
の
精
神
で
あ
る
「
独
立

自
尊
」
と
い
う
言
葉
を
座
右
の
銘
に
し
て

い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
子
ど
も
の
こ
ろ
に

読
ん
で
い
た
伝
記
の
中
で
も
、
新
千
円
札

の
肖
像
画
と
な
っ
た
北
里
柴
三
郎
博
士
の

伝
記
を
よ
く
読
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
慶

應
義
塾
の
初
代
医
学
部
長
が
北
里
柴
三
郎

だ
と
入
学
後
に
知
り
、
因
縁
を
感
じ
ま
し

た
。
北
里
柴
三
郎
の
精
神
は
今
も
医
学
部

の
中
に
あ
り
、
そ
の
原
点
に
立
ち
返
っ
て

C
O
V
I
D
―
19
研
究
が
学
内
で
行
わ
れ

て
い
ま
す
。審

査
委
員
と
し
て

―
―
審
査
委
員
に
な
り
感
じ
た
こ
と
は

　

審
査
委
員
に
な
る
前
は
、
返
戻
や
査
定

に
納
得
が
い
か
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た

が
、
審
査
委
員
に
な
っ
て
み
て
、
保
険
診

療
と
は
こ
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
と
改
め

て
分
か
り
ま
し
た
。
今
は
、
そ
の
知
識
を

病
院
の
職
員
に
教
え
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
自
分
の
専
門
外
の
レ
セ
プ
ト
も

見
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
、
査
定
す
る

際
は
気
を
付
け
て
い
ま
す
。

　

審
査
委
員
長
に
な
っ
た
の
は
、
ち
ょ
う

ど
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
し
た
の
で
、
な
か
な

か
審
査
委
員
全
員
が
集
ま
る
と
い
う
こ
と

て
い
ま
し
た
が
、
今
の
ア
プ
リ
は
、
ア
マ

チ
ュ
ア
６
段
ク
ラ
ス
の
レ
ベ
ル
な
の
で
、

全
然
勝
て
ま
せ
ん
。

　

も
う
一
つ
は
料
理
で
す
。
栃
木
に
来
て
、

手
術
を
す
る
回
数
が
減
っ
た
の
で
、
そ
れ

ま
で
と
同
じ
生
活
を
し
て
い
た
ら
カ
ロ

リ
ー
過
多
に
な
り
体
重
が
増
え
て
し
ま
い

ま
し
た
。
そ
こ
で
、
健
康
の
た
め
に
、
自

分
で
料
理
す
る
こ
と
を
始
め
、
体
重
減
量

に
成
功
し
ま
し
た
。
料
理
は
「
簡
単
で
早

く
作
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
一
番
だ
と

思
っ
て
い
ま
す
が
、
人
に
食
べ
さ
せ
て
絶

対
お
い
し
い
と
思
っ
て
も
ら
え
る
も
の
は
、

麻
婆
豆
腐
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
毎
朝
、
出
勤
前
に
ラ
ジ
オ
体
操

を
し
、
食
生
活
を
含
め
て
自
己
管
理
を

行
っ
て
い
ま
す
。
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Topics

職員研修
－審査系－

審査系・スキル系　研修の全体像

　支払基金では、昨年10月に審査事務集約を終え、職員の審査事務を全国14か所の拠点に
集約する体制で本格稼働するための取組を行っています。
　本稿では、特集記事「キャリアパス制度の導入」に続き、人材育成基本方針に基づく職
員研修について、審査系を中心に紹介します。

傷病

傷病

16月刊基金 December 2023



Topics
1
人
材
育
成
基
本
方
針
に

基
づ
く
研
修
の
考
え
方

　

令
和
５
年
度
以
降
の
研
修
は
、
個
々

の
職
員
が
将
来
の
目
標
を
明
確
に
持
ち
、

そ
の
目
標
に
向
か
っ
て
必
要
な
知
識
・

経
験
を
習
得
、
個
人
の
能
力
や
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
る
と
と
も
に
、
組

織
と
し
て
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
最
大
化

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
し
ま

す
。

　

研
修
は
、
大
き
く
分
け
る
と
次
の
４

つ
に
つ
い
て
、
審
査
系
と
ス
キ
ル
系
に

分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
目
的
に
よ
り
実
施
し

ま
す
。

①
一
人
前
の
支
払
基
金
職
員
に
な

る
た
め
の
研
修

　
　

　

新
規
採
用
職
員
は
、
審
査
事
務
セ
ン

タ
ー
・
分
室
に
配
属
さ
れ
概
ね
５
年
を

目
途
に
一
人
前
の
職
員
と
な
る
よ
う
に
、

審
査
系
・
ス
キ
ル
系
の
研
修
を
実
施
し
、

支
払
基
金
職
員
と
な
る
た
め
の
基
礎
を

習
得
さ
せ
ま
す
。

　

ま
た
、
若
手
職
員
に
寄
り
添
う
職
場

を
作
る
た
め
、
人
間
関
係
の
悩
み
が
相

談
で
き
る
メ
ン
タ
ー
の
養
成
や
仕
事
の

フ
ォ
ロ
ー
を
す
る
Ｏ
Ｊ
Ｔ
リ
ー
ダ
ー
を

育
成
す
る
研
修
を
実
施
し
、
個
人
や
地

方
組
織
だ
け
に
任
せ
る
の
で
は
な
く
、

本
部
を
含
め
た
支
払
基
金
一
体
で
の
育

成
を
図
り
ま
す
。

②
人
事
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
等
を
前

提
と
し
た
研
修

　

審
査
委
員
会
事
務
局
や
審
査
事
務
セ

ン
タ
ー
・
分
室
で
は
、
事
業
管
理
な
ど

の
間
接
部
門
か
ら
診
療
科
室
へ
の
異
動

者
、
ま
た
は
内
科
か
ら
外
科
な
ど
診
療

科
室
間
の
異
動
者
が
診
療
科
別
に
研
修

を
受
講
で
き
る
環
境
を
整
え
ま
す
。
診

療
科
に
応
じ
た
審
査
事
務
知
識
習
得
を

可
能
と
す
る
体
制
と
し
、
人
事
異
動
に

よ
り
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
低
下
を
招
く

こ
と
の
な
い
よ
う
職
員
の
知
識
の
底
上

げ
を
図
り
ま
す
。

主
な
研
修

審査系

新規採用職員研修（審査事務に関する内
容）、診療科別研修、算定ルール習得研修、
傷病に関する知識習得研修、差異事例（診
療科別WG事例）解説研修、職員のニーズ・
審査上の問題点等に関する研修

スキル系 新規採用職員研修（審査事務以外に関す
る内容）、リスキリング研修、異動者研修

　

研
修
制
度
は
、
一
部
の
職
員
向
け
と

な
ら
な
い
よ
う
、
前
回
受
講
か
ら
一
定

程
度
経
過
し
た
職
員
に
向
け
た
ス
キ
ル

系
研
修
を
実
施
し
、
知
識
の
向
上
と
公

平
な
教
育
機
会
と
し
ま
す
。
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Topics

2 務
セ
ン
タ
ー
で
は
、
審
査
事
務
を
行
う

上
で
の
保
険
診
療
ル
ー
ル
や
医
学
的
知

識
の
習
得
、
差
異
事
例
の
解
説
や
現
場

職
員
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
た
上
で
、
審

査
調
整
役
に
よ
る
研
修
や
審
査
事
務
セ

ン
タ
ー
で
企
画
す
る
研
修
等
を
実
施
し

ま
す
。審

査
系
研
修

　

こ
こ
か
ら
は
、
審
査
事
務
知
識
の
習

得
を
主
と
し
た
審
査
系
の
研
修
に
つ
い

て
紹
介
し
ま
す
。

　

審
査
系
の
研
修
は
大
き
く
次
の
４
つ

に
分
け
て
い
ま
す
。

③
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
を
前
提
と
し
た

全
職
員
向
け
研
修

　

職
員
一
人
ひ
と

り
が
将
来
の
キ
ャ

リ
ア
パ
ス
を
自
分

の
意
思
に
よ
っ
て

選
択
す
る
キ
ャ
リ

ア
パ
ス
制
度
を
前

提
と
し
て
、
審
査

エ
キ
ス
パ
ー
ト

コ
ー
ス
及
び
経
営

幹
部
コ
ー
ス
の
そ

れ
ぞ
れ
に
お
い
て
、

よ
り
実
践
的
な
内

容
の
研
修
を
実
施

し
ま
す
。

　
④
審
査
事
務
能
力
の
向
上
に
係
る

研
修

　

本
部
と
地
方
組
織
の
研
修
に
お
け
る

明
確
な
役
割
分
担
を
踏
ま
え
、
基
礎
的

な
審
査
事
務
能
力
の
向
上
に
係
る
研
修

や
キ
ャ
リ
ア
パ
ス
制
度
の
コ
ー
ス
に
応

じ
た
研
修
は
本
部
が
実
施
し
、
審
査
事

①本部で実施する研修

・新規採用職員研修
・診療科別研修
・エキスパートに対する専門
的知識習得研修

・特別審査委員会の審査委員
による研修

②審査調整役等がブロ
ックで実施する研修

・差異事例（診療科別WG事
例）解説研修

・職員のニーズ・審査上の問
題点等に関する研修

③個人で実施する研修 ・算定ルール習得研修
・傷病に関する知識習得研修

④OJT ・診療科リーダーによる診療
科別勉強会

す
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
す
る
研

修
で
す
。

エ
キ
ス
パ
ー
ト
に
対
す
る
専
門
的

知
識
習
得
研
修

審
査
エ
キ
ス
パ
ー
ト
コ
ー
ス
を
選

択
し
て
い
る
職
員
等
を
対
象
に
、

審
査
調
整
役
等
か
ら
診
療
科
を
細

分
化
し
た
19
診
療
科
別
に
特
化
し

た
内
容
に
つ
い
て
、
よ
り
専
門
的

な
医
学
的
知
識
の
習
得
を
図
る
こ

と
を
目
的
に
実
施
す
る
研
修
で
す
。

特
別
審
査
委
員
会
の
審
査
委
員
に

よ
る
研
修

審
査
エ
キ
ス
パ
ー
ト
コ
ー
ス
を
選

択
し
て
い
る
職
員
等
を
対
象
に
、

本
部
で
実
施
し
て
い
る
特
別
審
査

委
員
会
の
審
査
委
員
に
よ
る
研
修

に
よ
り
、
専
門
的
な
知
識
の
習
得

を
図
る
こ
と
を
目
的
に
実
施
す
る

研
修
で
す
。

①
本
部
で
実
施
す
る
研
修

　

新
規
採
用
職
員
を
対
象
と
し
た
支
払

基
金
の
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
の
研
修

や
、
１
年
目
か
ら
５
年
目
の
職
員
を
対

象
と
し
た
審
査
事
務
を
行
う
に
当
た
っ

て
必
要
な
知
識
を
得
る
と
い
っ
た
基
礎

的
な
研
修
を
実
施
す
る
ほ
か
、
審
査
エ

キ
ス
パ
ー
ト
コ
ー
ス
を
選
択
し
た
職
員

は
、
審
査
調
整
役
等
が
講
師
と
な
る

「
エ
キ
ス
パ
ー
ト
に
対
す
る
専
門
的
知

識
習
得
研
修
」
と
「
特
別
審
査
委
員
会

の
審
査
委
員
に
よ
る
研
修
」
を
受
講
し

専
門
的
知
識
を
身
に
付
け
ま
す
。

新
規
採
用
職
員
研
修

入
所
後
１
年
目
の
職
員
を
対
象
に
、

支
払
基
金
の
審
査
事
務
及
び
業
務

処
理
全
般
に
わ
た
る
基
本
的
事
項

を
習
得
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

実
施
す
る
研
修
で
す
。

診
療
科
別
研
修

１
年
目
か
ら
５
年
目
の
職
員
を
対

象
に
、
内
科
系
・
外
科
系
・
混
合

科
系
及
び
歯
科
の
診
療
科
に
特
化

し
た
内
容
に
つ
い
て
、
事
例
を
用

い
て
、
診
療
科
別
の
審
査
事
務
に

即
座
に
対
応
で
き
る
知
識
を
習
得

実
施
す
る
研
修

審査エキスパ
ートコース

エキスパートに対する専門的知識習得研修、特
別審査委員会の審査委員による研修

経営幹部
コース キャリア選択研修、次世代リーダー研修Ⅰ・Ⅱ
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Topics

4

3 ④
Ｏ
Ｊ
Ｔ

　

若
年
層
に
対
し
て
、
Ｏ
Ｊ
Ｔ
リ
ー

ダ
ー
が
日
々
の
審
査
事
務
等
の
サ
ポ
ー

ト
を
実
施
し
ま
す
。

　

ま
た
、
審
査
事
務
能
力
向
上
の
た
め

に
、
診
療
科
別
に
勉
強
会
を
実
施
し
ま

す
。診

療
科
リ
ー
ダ
ー
に
よ
る
診
療
科

別
勉
強
会

審
査
事
務
担
当
職
員
を
対
象
に
、

各
診
療
科
の
診
療
科
リ
ー
ダ
ー
か

ら
、
診
療
科
に
特
化
し
た
査
定
事

例
や
審
査
委
員
と
の
連
携
に
よ
る

照
会
内
容
の
情
報
共
有
等
に
つ
い

て
、
審
査
事
務
能
力
の
向
上
を
目

的
に
、
勉
強
会
を
毎
月
実
施
し
て

い
ま
す
。

若
年
層
の
育
成
方
針

　

前
述
の
③
個
人
で
実
施
す
る
研
修
の

項
に
あ
る
よ
う
に
、
１
年
目
か
ら
５
年

目
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
基
礎
知
識
の

習
得
が
最
大
の
目
的
で
す
。

　

中
核
セ
ン
タ
ー
の
研
修
係
に
よ
る
定

期
的
な
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
等
に
よ
り
、

③
個
人
で
実
施
す
る
研
修

　

１
年
目
か
ら
５
年
目
の
若
手
職
員
を

対
象
に
若
年
層
の
基
礎
を
固
め
全
国
統

一
的
な
育
成
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
、
職
員
自
ら
で
実
施
し
、
個
人
で
理

解
で
き
な
い
内
容
等
は
Ｏ
Ｊ
Ｔ
リ
ー

ダ
ー
が
各
審
査
事
務
セ
ン
タ
ー
・
分
室

で
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

算
定
ル
ー
ル
習
得
研
修

１
年
目
か
ら
５
年
目
の
職
員
を
対

象
に
、
厚
生
労
働
省
告
示
等
に
定

め
ら
れ
た
保
険
診
療
ル
ー
ル
に
つ

い
て
、
実
践
的
な
事
例
（
電
子
点

数
表
等
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
チ
ェ
ッ

ク
事
例
）
を
用
い
て
、
十
分
に
基

礎
固
め
を
す
る
こ
と
を
目
的
に
職

員
自
ら
が
実
施
す
る
研
修
で
す
。

傷
病
に
関
す
る
知
識
習
得
研
修

審
査
事
務
担
当
職
員
を
対
象
に
、

傷
病
に
関
す
る
「
概
要
・
診
断
・
治

療
」
に
焦
点
を
当
て
、
診
療
科
別

に
病
名
テ
キ
ス
ト
及
び
審
査
調
整

役
等
に
よ
る
解
説
動
画
に
よ
り
、
傷

病
に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
こ

と
を
目
的
に
実
施
す
る
研
修
で
す
。

職
員
間
で
習
得
度
に
差
が
出
な
い
よ
う

管
理
体
制
を
整
え
、
若
年
層
の
段
階
で

基
礎
習
得
を
徹
底
的
に
行
い
ま
す
。

さ
い
ご
に

　

今
回
紹
介
し
た
審
査
系
の
研
修
の
ほ

か
、
職
員
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を
目
的
と

し
た
ス
キ
ル
系
の
研
修
も
計
画
・
実
施

し
て
い
ま
す
。
ス
キ
ル
系
は
、
業
務
処

理
能
力
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な

専
門
知
識
や
ス
キ
ル
等
の
習
得
、
さ
ま

ざ
ま
な
課
題
を
発
見
し
解
決
す
る
た
め

に
必
要
な
課
題
発
見
能
力
、
情
報
活
用

能
力
や
政
策
立
案
能
力
な
ど
、
課
題
達

成
の
た
め
の
能
力
向
上
を
図
る
な
ど
と

い
っ
た
基
本
方
針
の
下
、
実
施
し
て
い

き
ま
す
。

　

支
払
基
金
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
研
修
を

計
画
し
、
職
員
が
研
修
を
受
講
し
自
身

の
能
力
を
高
め
、
業
務
に
活
か
す
こ
と

で
、
関
係
者
の
皆
さ
ま
に
貢
献
で
き
る

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
、
研
修
を
通
し
て
人
材
育
成

に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

②
審
査
調
整
役
等
が
ブ
ロ
ッ
ク
で

実
施
す
る
研
修

差
異
事
例
（
診
療
科
別
Ｗ
Ｇ
事

例
）
解
説
研
修

６
年
目
以
上
の
職
員
を
対
象
に
、

審
査
調
整
役
等
か
ら
診
療
科
別
Ｗ

Ｇ
で
協
議
さ
れ
一
定
の
結
論
が
出

た
事
例
に
つ
い
て
、
認
め
る
と
し

た
又
は
認
め
な
い
と
し
た
医
学
的

見
地
の
解
説
に
よ
り
、
視
野
を
広

げ
た
審
査
事
務
へ
つ
な
げ
る
た
め

に
、
医
学
的
知
識
を
向
上
さ
せ
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
実
施
す
る
研

修
で
す
。

職
員
の
ニ
ー
ズ
・
審
査
上
の
問
題

点
等
に
関
す
る
研
修

審
査
事
務
担
当
職
員
を
対
象
に
、

職
員
が
審
査
事
務
を
行
う
上
で
求

め
る
ニ
ー
ズ
や
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
け

る
審
査
上
の
問
題
点
等
の
内
容
に

つ
い
て
、
審
査
調
整
役
等
か
ら
ブ

ロ
ッ
ク
内
の
全
職
員
の
知
識
の
底

上
げ
を
目
的
に
実
施
す
る
研
修
で

す
。
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保険者からの再審査請求において
「原審どおり」となる事例の解説

〔歯科〕機械的歯面清掃処置の算定について

【告示　令和４年３月４日付け厚生労働省告示第54号】（抜粋）

別表第二
歯科診療報酬点数表
　　第２章　特掲診療料
　　　第８部　処置
　　　　第１節　処置料
　　　　　　Ｉ030　機械的歯面清掃処置　（１口腔につき）　72点

注１　区分番号Ｂ000-4に掲げる歯科疾患管理料、区分番号Ｂ002に掲げる歯科特定疾
患療養管理料又は区分番号Ｃ001-3に掲げる歯科疾患在宅療養管理料を算定した
患者のうち、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士が、歯科疾患の管
理を行っているもの（区分番号Ｉ029に掲げる周術期等専門的口腔衛生処置、区
分番号Ｃ001に掲げる訪問歯科衛生指導料又は区分番号Ｎ002に掲げる歯科矯正
管理料を算定しているものを除く。）に対して機械的歯面清掃を行った場合は、
２月に１回に限り算定する。ただし、区分番号Ａ000に掲げる初診料の注６、区
分番号Ａ002に掲げる再診料の注４若しくは区分番号Ｃ000に掲げる歯科訪問診
療料の注６に規定する加算を算定する患者、妊婦又は他の保険医療機関（歯科診
療を行う保険医療機関を除く。）から文書による診療情報の提供を受けた糖尿病
患者については月１回に限り算定する。

注２　（略）

事 例

　本事例は、保険者からの再審査請求において、「２か月連続でI 030機械的歯面清掃処置の算定
はいかがでしょうか。」と申出が行われた事例です。
　当該申出事例に係る機械的歯面清掃処置の取扱いについて、令和４年３月４日付け厚生労働省
通知保医発0304第１号に、「歯科診療特別対応加算若しくは初診時歯科診療導入加算を算定した
患者、妊娠中の患者又は糖尿病の患者については、月１回に限り算定する。」と示されております。
　申出の事例については、機械的歯面清掃処置の算定にあたり、「摘要」欄に「妊娠中（歯清）」
と記載されており、月１回に限り算定することから原審どおりとなりますので、再審査請求の申
出を行う場合はご留意ください。

【通知　令和４年３月４日付け厚生労働省通知保医発0304第１号】（抜粋）

別添２
　歯科診療報酬点数表に関する事項
　　第２章　特掲診療料
　　　第８部　処置
　　　　第１節　処置料
　　　　　　Ｉ030　機械的歯面清掃処置

⑴及び⑵　（略）
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妊娠中（歯清）
初回（歯清）

妊娠中（歯清）
初回（歯清）

参考レセプト

⑶　歯科診療特別対応加算若しくは初診時歯科診療導入加算を算定した患者、妊娠
中の患者又は糖尿病の患者については、月１回に限り算定する。
⑷　妊娠中の患者に対して当該処置を行った場合は、診療録及び診療報酬明細書に
その旨を記載する。
⑸　糖尿病の患者に対して別の医科の保険医療機関の担当医からの情報提供に基づ
き当該処置を行った場合は、情報提供の内容及び担当医の保険医療機関名等につ
いて診療録に記載又は提供文書の写しを添付する。また、診療報酬明細書にその
旨を記載する。
⑹　（略）

妊娠中（歯清）
歯清前回実施年月；令和５年８月

妊娠中（歯清）
歯清前回実施年月；令和５年８月

保険者からの再審査申出内容
２か月連続でI030 機械的歯面清掃処置の算定はいかがで
しょうか。

妊娠中（歯清）
初回（歯清）
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　「コンピュータチェックに関する公開基準」に基づき、支払基金ホームページに掲載している「コンピュー
タチェック対象事例」を更新しています。
　なお、コンピュータチェック対象事例の更新内容は以下のとおりです。

【更新事例】　　　　　　　　　　　　　最終更新日（令和５年10月30日）

　「コンピュータチェックに関する公開基準」に基づき、以下に該当するチェック対象診療行為等に係る事例
を更新しました。

・新たに薬価収載された医薬品について、令和４年５月から令和５年４月までに設定したコンピュータチェック
・厚生労働省保険局医療課より発出された通知により取扱いが新たに示された診療行為等について、令和４

年度診療報酬改定から令和５年４月までに設定したコンピュータチェック
・データが集積され設定ができるようになったコンピュータチェック
・審査委員の要望に沿って微修正したコンピュータチェック
・令和４年度診療報酬改定より前に厚生労働省保険局医療課より発出された通知で取扱いが示されていたも

のや、審査情報提供事例においてコンピュータチェックが未設定となっていたもの

【コンピュータチェック対象事例ファイル（本部点検条件）】
　「JC_本部点検条件」、「JCH_本部点検条件」、「JH_本部点検条件」に変更等がある場合であっても「CC_
JIREI_本部点検条件」に変更がない場合は、公開ファイルの変更区分は「０：前回公開と同一内容」として更
新されます。

※コンピュータチェックに係る診療内容の適否については、画一的あるいは一律的に適用するものではなく、個別の症例ごと
に審査委員会の医学（薬学）的判断により決定されます。

　なお、以下の関連通知等に照らし、審査委員会において判断しています。
　（参考）医科診療報酬点数表、歯科診療報酬点数表、調剤報酬点数表、療養担当規則、厚生労働省事務連絡（疑義解釈、新

型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて 等）等

コンピュータチェックに関する公開の更新

No
変更区分

事例数
コード内容 詳細内容

1 0：前回公開と同一内容 前回公開時と同一内容の事例 108,926
2 1：抹消 設定しない ー
3 3：新規 今回の公開で新規に追加した事例 54,153
4 5：変更 今回の公開で変更した事例 14
5 9：廃⽌ 今回の公開で廃⽌した事例 25,038

合計 188,131

　コンピュータチェック対象事例
　コンピュータチェック対象事例は、支払基金ホームページからダウンロードできます。
　コンピュータチェック対象事例の診療内容の適否については、審査委員会の医学（薬学）的判断により決定
されます。

　前回の公開時（令和５年４月28
日）に公開ファイルの変更区分を

「９：廃⽌」としていた事例を削除
しました。

【事例数の留意事項】
　コンピュータチェック対象事例
ファイルの「変更区分」に「９：廃
⽌」を設定している事例について、
コンピュータチェック対象事例の

「事例数（163,093）」に含めず計上
していることから、当該ファイル内
に記載の「事例数（188,131）」と
一致しないことに留意願います。

コンピュータチェックに関する公開
　　　　　　　　　　　　　　https://www.ssk.or.jp/

①　トップページ → 診療報酬の請求支払 → コンピュータチェックに関する公開
②　トップページ → 医療機関・薬局の方／保険者の方／地方公共団体の方／一般の方
　　　→ コンピュータチェックに関する公開
　　 https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/ssk_cc/ssk_cc_300320/index.html

支払基金

　コンピュータチェック対象事例ファイル仕様書
　コンピュータチェック対象事例ファイル仕様書については支払基金ホームページからダウンロードできます。
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支払基金からのお知らせ

保険者・公費負担医療実施機関の皆さまへ

支払基金に委託を開始する場合や助成内容に変更がある場合は、開始又は変更する月の前々月までに

所在する都道府県の支払基金まで必ずご連絡ください。

再審査相談窓口
（審査事務センター・分室）

支払基金 HP に掲載しています。
トップページ → 相談窓口のご案内 → 
再審査相談窓口
※各都道府県の情報ページにも掲載し

ています

保険者等照会連絡先
支払基金 HP に掲載しています。

トップページ → 都道府県情報 → ●●県 → 保険者等照会連絡先
※日本地図の都道府県名をクリックいただくと、各都道府県の情報ページへ移動します

再審査請求方法や請
求関係帳票又は再審
査申出等全般に関す
る照会先はコチラ

再審査に関する審査結
果についての相談や、
審査結果等に関する懇
談（打合せ）について
の照会先はコチラ

支払基金が受託している医療費助成事業を支払基金HPに掲載しています
　トップページ → 事業内容
 　　→ 医療費助成事業関係業務　→ 支払基金が受託している医療費助成事業

医療費助成事業の公費負担医療実施機関の皆さまへ

トップページ

都道府県情報

●●県

月刊基金 December 202323



information
理事会開催状況

プレスリリース発信状況

オンライン資格確認システムの導入状況

10月 ２日 令和５年７月診療分は対前年同月伸び率で確定件数1.4%増加、確定金額4.1%増加

10月30日 コンピュータチェックに関する公開の更新

10月31日 10月定例記者会見を開催

10月理事会は10月30日に開催され、議題は次のとおりでした。

出典：厚生労働省HPより

議　題

　１　支払基金改革の進捗状況

　 　２　報告事項

　　⑴　中期財政運営検討委員会の設置及び開催状況

　　⑵　レセプト及び請求支払関係帳票の誤送付状況

　　⑶　支払基金関係功績者に対する厚生労働大臣表彰

　　⑷　懲戒処分

　３　定例報告

　　⑴　令和５年８月審査分の審査状況

　　⑵　令和５年９月審査分の特別審査委員会審査状況

　　⑶　令和５年９月理事会議事録の公表
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